
漁船の安全対策に関する優良な取組に対する表彰について（概要）

１ 趣 旨

毎年、漁船からの海中転落や船舶の衝突事故等により、多くの漁業者が命

を落としている。このような事故を減らすために、ライフジャケット着用率

の向上をはじめとした安全対策の推進が求められている。

このため、漁船の安全対策に関する優良な取組を行っている漁業関係団体

を表彰し、実践事例を積極的に広報することにより、漁業者の安全に関する

意識の向上と取組の推進を促し、重大な事故を減らすことを目的とする。

２ 被表彰者

表彰の対象となる者は、全国の漁業協同組合等のうち、安全に関する優良

な取組を行っているものとする。

３ 推薦の基準

全国漁業協同組合連合会は、次に掲げる基準により、被表彰者の候補者の

推薦を行う。ただし、過去に同じ種類の表彰を受けた団体は除く。

（１）ブロンズ賞

ライフジャケット着用義務等漁業者の安全に関する取組を概ね３年以上

継続し、かつ、漁船事故に伴う死者・行方不明者及び漁船事故を伴わない

海中転落による死者・行方不明者が３年以上発生していない団体

（２）シルバー賞

（１）に掲げる者のうち、ブロンズ賞を受賞後、引き続き２年以上にわ

たり同様の取組を行った団体であって、漁船事故に伴う死者・行方不明者

及び漁船事故を伴わない海中転落による死者・行方不明者が通算５年以上

発生していないもの

（３）ゴールド賞

（２）に掲げる者のうち、シルバー賞を受賞後、引き続き２年以上にわ

たり同様の取組を行った団体であって、漁船事故に伴う死者・行方不明者

及び漁船事故を伴わない海中転落による死者・行方不明者が通算７年以上

発生していないもの

４ 被表彰者の決定

水産庁長官は、３により推薦のあった者について、５に定める選考委員会

における審査を経た上で、被表彰者を決定する。



５ 選考委員会

選考委員会は、次に掲げる者をもって構成する。

会長 水産庁次長

委員 水産庁漁政部漁政課長

水産庁漁政部企画課長

水産庁漁政部漁政課課長補佐（人事班担当）

６ 表彰の方法

表彰は、水産庁長官が感謝状を授与して行う。

７ 表彰者数

表彰者数は、表彰の種類ごとに次のとおりとする。

（１）ブロンズ賞 ７団体以内

（２）シルバー賞 ５団体以内

（３）ゴールド賞 ３団体以内

８ 表彰の時期

表彰は、毎年度１回、10月の「全国漁船安全操業推進月間」の期間中に、

関係団体等の協力を得て、水産庁において行うものとする。

９ 被表彰者等の公表

水産庁は、被表彰者の概要、実績、具体的な取組等をとりまとめ、広く関

係団体等に配布するとともに、ホームページ等に掲載するものとする。


